
教育に関する大 綱 策 定 指 針（案） 

 

１ 策定の趣旨 

  教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策についての方針を定める。 

 

２ 位置付け 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、教育 

  に関する「大綱」を策定する。 

  ・第２期教育振興基本計画を斟酌する 

  ・桑名市総合計画を基本とする 

  ・くわなっ子育成方針を斟酌する 

 

３ 大綱の内容 

 (1) 社会情勢、本市の教育に関する現状と課題 

 

 

 

 

 

 (2) 基本理念 

    ○夢を持ち、その夢に向かって努力する子を育てます。 

 

 

 

 

 (3) 基本方針 
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